
オパシメータ測定車 ・ ディーゼル黒煙測定車　　〔継続検査等〕

山梨運輸支局 検査整備保安部門

１．オパシメータによる測定対象車
  ・軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって、次のいずれかに該当するもの

① 車検証に記載されている型式指定番号が「１６０００」以降の自動車

② 車検証の備考欄に「オパシメータ測定」と記載された自動車

③ 原動機のヘッドカバーに装置型式指定番号「 ㉂ Ｇ－２００１ 」以降のラベルが貼付されている自動車
④

 ※ 排出ガス記号は平成２２年１２月現在のものです。 今後、さらに追加されますので注意してください。

２．ディーゼル黒煙測定器（ＤＳテスター）による測定対象車
  ・上記以外の軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車

   

・ディーゼル自動車のうち、オパシメータにより測定しなければならない車（排出ガスの光吸収係数規制
対象車）については、各研修会において周知を図っているところでありますが、自動車検査証の見方等
について、多数の質問が寄せられていることから、改めて確認方法をお知らせいたします。

平成21年以降の排ガス規制が適用される自動車
　（車検証の排出ガス記号が（L○○・F○○・M○○・R○○・S○○）の自動車）

　ただし、ＤＳテスターで測定する前にオパシメータで測定した値が適用する光吸収係数
（規制値）を超えないものはＤＳテスターによる測定を省略することができます。
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自動車検査証の確認方法と測定方法

型式指定番号が１６０００以降
又は

備考欄にオパシメータ測定と記載有り

オパシメータ測定
０．５０ｍ-1以下

（閾値０．４０ｍ-1以下）

Ｙｅｓ ＮＯ

無い又は１桁

KA,KB,KC,KD

KA,KB,KC,KD
以外の２桁

A、B、C、D、N、P
で始まる３桁

ＤＳテスター測定（２５％以下）
※オパシメータで測定する場合の規制値
　０．８０ｍ-1以下（閾値０．６４ｍ-1以下）

上記以外の３桁

ＤＳテスター測定（５０％以下）
※オパシメータで測定する場合の規制値
　２．７６ｍ-1以下（閾値２．２０ｍ-1以下）

ＤＳテスター測定（４０％以下）
※オパシメータで測定する場合の規制値
　１．６２ｍ-1以下（閾値１．２９ｍ-1以下）

ＤＳテスター測定（２５％以下）
※オパシメータで測定する場合の規制値
　０．８０ｍ-1以下（閾値０．６４ｍ-1以下）

オパシメータ測定
０．８０ｍ-1以下（閾値０．６４ｍ-1以下）

ガス記号・ＤＳテスター測定
　ＥＤＭ　→ ４０％以下
　ＫＤＮ　→ ３５％以下
　ＫＤＰ　→ ３０％以下
　ＥＤＲ　→ ２５％以下
　ＪＤＳ  → ２５％以下

大型特殊車両

原動機ヘッドカ

バーのラベルが

「㉂ Ｇ－２００１」

以降のもの



自動車検査証の記載例

１， 車検証に記載されている型式指定番号が「16000」以降の自動車

２， 車検証の備考欄に「オパシメータ測定」と記載された自動車

３，

※構造変更等を行った場合

　型式指定番号が備考欄に記載され
ますので、注意してください。

※型式の頭に付く、３桁の
   ガス記号

  　３桁の頭の文字を確認
　して ください。

平成21年以降の排ガス規制が適用される自動車
　（車検証の排出ガス記号が（L○○・F○○・M○○・R○○・S○○）の自動車）

※平成１７年規制適用のディーゼル車
   のうち、オパシメータ測定対象車

　　備考欄に記載されますので、
　注意してください。

（注）
　備考欄への「オパシメータ測定」の記載
は、すべてのオパシメータ測定対象車に
記載される訳ではありません。
　記載がない場合は、必ず、型式の頭に
付く排気ガス記号や型式指定番号等を確
認して判断してください。


